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現地法人の職務発明規程をいかに作成するか 

―中国専利法の要請を踏まえつつ、 

将来の紛争を防止するには― 

はじめに 

 

 中国の知的財産権関連のトピックといえば、模倣品問題が

話題に上ることが多いのですが、他にも特許調査、営業秘密

保護、ライセンスなど様々なものがあります。その中で、日系

メーカーを中心に、近年注目が高まっているトピックとして、

｢中国の製造現地法人における職務発明規程の導入｣があり

ます。 

 

 これは、日系企業の間で、現地法人に職務発明規程を置く

べきとの認識が広まっており、これを導入する企業が増加した

というものです、その直接の契機としては、後述する通り、

2008 年の中国専利法(発明特許権、実用新案権、意匠権の 3

種の知的財産権について規定した法律、以下｢専利法｣といい

ます)の改正に伴い、その細則にあたる専利法実施細則(以下

｢実施細則｣といいます)が、2010 年に改正・施行されたことが

挙げられますが、その背景として、中国発の発明創造が増加

したことが指摘できるように思われます。 

 

 その結果、現地法人に職務発明規程を置かないでいると、

そこで発生した発明創造に関する特許権等の権利を会社が

取得できなくなったり、または従業員から高額の報奨・報酬の

請求を受けるリスクが高まってきています。 

 

 そこで、中国現地法人に職務発明規程を導入しようとする日

系企業が増えているのですが、実際に職務発明規程を作成し

ようとする企業は、中国専利法に特有の要請と、日本本社が

従前から有する職務発明規程をどう整合させるかや、いかに

中国現地の実務に適合した内容とするか等で苦労されること

が多いようです。本稿では、その実務的なポイントについて解

説します。 

 

1. 職務発明規程を導入する企業が増加した背景 

 

 職務発明とは、企業等の従業員が所属企業の任務を遂行

し、又は主として所属企業の物質的、技術的条件を利用して

完成された発明創造(発明特許・実用新案・意匠)をいいます

(専利法第 6 条 1 項)。 

 

 日本の場合、職務発明は従業員に帰属し、所属企業は無償

の通常実施権を取得するだけですが(社内規則等で、権利を

企業に承継させる旨予約することは可能です)、中国では、職

務発明は所属企業に帰属し、当該企業が特許出願を行って

特許権者となる点で、基本的な考え方が大きく異なっていま

す(つまり、日本本社の職務発明規程をそのまま導入するの

は適当ではないことになります)。 

 

 このため、中国の R&D(研究・開発)センターの従業員である

研究者が行った職務発明については、その権利は当該 R&D

センターに帰属することになります(R&D センターを設立した

日本本社に当然に帰属するものではありません。もし日本企

業に帰属させる場合には、R&D センターから譲渡により移転

させる方法をとります)。 

 

 この職務発明規程を導入する現地法人が増加している理由

には、以下の二点があると思われます。 

 

(1) 専利法・実施細則の改正 

 

 2008 年に改正された専利法が 2009 年 10 月から施行され

ており、それに伴って改正された実施細則も 2010 年 2 月から
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施行されています。その改正点は多数に及びますが、職務発

明関連での大きな改正点としては、後述する通り、①発明者

である従業員への法定の報奨・報酬の額・基準が引き上げら

れており、②発明者と別途の合意があるか、社内規則で別途

の定めのない限りは、この法定の基準が適用されるとされ、

③これは中国の外商投資企業(中外合弁企業や独資企業)で

も同様の扱いとなったことが挙げられます(実施細則第 76 条

～第 78 条参照)。 

 

 この点、改正前の実施細則では、法定の報奨・報酬の額・基

準が適用されるのは国有企業等のみで、外商投資企業には

適用が及びませんでした。本改正により、現地法人が法定の

額・基準よりも低い報奨・報酬を定めたい場合には、職務発明

規程で明確に定めておくことが必須となりました。 

 

(2) 中国での発明創造の増加 

 

 更に、中国事業の現場における変化として、近年になって中

国発の発明創造が増加したことが挙げられます。 

 

 もともと、日本国内の製造拠点を単に中国に移転した段階

では、中国発の発明創造が生み出されるケースは少なかった

と思われます。近年になって、日系企業が中国に R&D セン

ターを置くケースが増えていることから、そこで中国発の発明

創造が生み出される可能性が増大しています。 

 

 更に興味深いことに、R&D センターを設置していない日系企

業でも、現地で発明創造が現れるようになっているとの話をよ

く聞きます。これは、中国での製造の目的が、輸出型(海外市

場向け)から内販型(中国国内市場向け)に移行するにつれ

て、中国の顧客向けの製品カスタマイズやマイナーチェンジを

現地社員の主導で行う必要が増えるなか、それらの蓄積が一

定の水準を超えたときに、特許、実用新案や意匠としての権

利化が可能となってきたという状況にあるためと考えられま

す。 

 

 日本本社の方では｢ウチはまだ中国に R&D センターを置い

ていないので、職務発明などは将来の話だろう。｣と思ってい

ると、実は現地で既に発明創造が生まれ始めていたという訳

です。このような事態に気付いた本社サイドで、急遽、職務発

明規程の制定作業に入るケースが増えているようです。 

 

2. 職務発明規程の作成のポイント 

 

 中国現地法人の職務発明規程を制定する際のポイントを、

以下に挙げます。 

 

(1) 権利の帰属について 

 

 職務発明として法令上規定されているのは、以下の二つの

類型の発明です(専利法第 6 条、実施細則第 12 条、最高人

民法院の技術契約司法解釈第 2 条～第 4 条、契約法第 326

条参照)。職務発明規程を作成するときは、これらの規定内容

を踏まえてドラフトする必要があります。 

 

｢職務発明 I｣ 

所属企業の任務を執行して完成した場合 

類 型 

① 本来の職務の中で作り出した発明創造 

②
所属企業から与えられた本来の職務以外の任務を遂行する

中で生み出した発明創造 

③

定年退職、元所属企業からの配置転換後又は労働、人事関

係の終了後 1 年以内に作り出したもので、元所属企業で担

当していた本来の職務又は元所属企業から与えられた任務

と関係のある発明創造 

 

｢職務発明 II｣ 

主として所属企業の物質的・技術的条件を利用して完成した場合 

要 件 

(1)

｢物質的・技術的条件｣とは、所属企業の資金、設備、部品、

原材料又は外部に公開していない技術情報、資料等をいい

ます。 

｢主として物質的・技術的条件を利用し｣とは、従業員が技術

成果の研究開発の過程において、所属企業の資金、設備、

器材又は原材料等の物質的条件の全部又は大部分を利用

し、かつ、それらの物質的条件が当該技術成果に実質的な

影響を及ぼした場合を含みます。 

また、当該技術成果の実質的内容は、所属企業が未だ公

開していない技術成果、段階的技術成果の基礎の上に完

成された事情がある場合をも含みます。 
(2)

例外

① 所属企業が提供した物質的・技術的条件を利

用することについて、従業員が資金を返還し又

は使用料を支払う約定がある場合。 

② 技術成果の完成後に、所属企業の物質的・技

術的条件を利用して、技術構想について検証、

測定試験を行う場合。 
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 上記の二類型の職務発明の他に、｢所属企業の物質的・技

術的条件を利用して完成したが、『主として利用してはいな

い』発明創造｣については、企業と従業員との間で、特許を出

願する権利及び特許権について約定した場合に、それに従う

とされています(専利法第 6 条 3 項)。即ち、この範疇の発明

についても、従業員と予め合意することで、いわば合意による

職務発明として、企業に帰属させることが可能となります。 

 

 そこで、中国現地法人と従業員との間で合意書を締結し、

｢所属企業の物質的・技術的条件を利用して完成した発明に

ついては、主として利用したか否かにかかわらず、職務発明

として、その権利は企業に帰属する｣と約定することが望まし

いと思われます。 

 

(2) 発明者への報奨・報酬 

 

 所属企業は、発明創造を行った従業員に対して報奨及び報

酬を支払う必要があると解されます。専利法は、職務発明創

造の発明者に報奨を与えなければならないとし、発明特許の

実施後は、その普及と応用の範囲及びその経済的効果と収

益に応じて、合理的な報酬を与えると規定しています(専利法

第 16 条)。また、実施細則は、かかる報奨、報酬の法定の額・

基準について、以下のように定めています(地方により、報奨

や報酬額の算定等について異なる規定を設けている場合が

あります)。 

 

〔権利化による報奨金〕 

(1) 

特許権を付与された企業が、発明者と専利法第 16 条に定

める報奨の方式及び金額について約定しておらず、また社

内の規則制度においても規定していない場合は、特許権が

公告された日から 3 ヶ月以内に下記の報奨金を支払う(実施

細則第 77 条 1 項)。 

① 発明特許：1 件につき 3,000 元を下回らないこと。 

② 実用新案・意匠：1 件につき 1,000 元を下回らないこ

と。 

(2) 

発明者の提案がその所属企業に採用されて完成した発明創

造については、優遇して発明者に報奨金を支給する(同条 2

項)。 

 

〔自社実施による報酬〕 

 特許権を付与された企業が、発明者と専利法第 16 条に定

める報奨の方式及び金額について約定しておらず、また社内

の規則制度においても規定していないときは、特許権の有効

期間内に、発明創造の特許を実施して、毎年得られた営業利

益の一定割合を支払います(実施細則第 78 条)。 

(1) 発明特許・実用新案 2％を下回らないこと 

(2) 意匠 0.2％を下回らないこと 

支払方法は、上記の比率を参考にした一括支給も可能です。 

 

〔ライセンスによる報酬〕 

 特許権を他人にライセンスして得た実施料については、受け

取った実施料の 10％を下回らない報酬を発明者へ支給しま

す(実施細則第 78 条)。 

 

 上述の報奨・報酬の額及び基準は、特に自社実施やライセ

ンスによる報酬については、日系企業にとって負担が大きす

ぎて受け入れられないとの声をよく聞きます。もし企業が、以

上の法定の報奨、報酬の額・基準とは異なる内容を定めたい

場合は、報奨等の方式及び金額について従業員と別途の合

意をするか、社内の規則制度において規定する必要がありま

す。かかる合意や社内規則を定めていた場合には、上記の法

定の額・基準を下回っていても有効と考えられます。 

 

 しかし、前述の通り専利法では、発明特許の実施後、その

経済的効果や収益等に応じて｢合理的な報酬｣を与えることを

規定しており(専利法第 16 条)、報奨等が著しく低い場合に

は、その職務発明規程が無効と判断されるリスクも無いわけ

ではありません。また、研究者の転職を促進する結果を招い

たり、報奨金や報酬を請求して提訴するケースが出現するお

それもあり得るため、注意が必要です。 

 

(3) 職務発明規程の主な条項 

 

 職務発明規程を作成する際に、主な条項として、上述の、職

務発明の範囲(権利の帰属の問題)と、発明者への報奨・報酬

の額・基準を定める他に、以下の規程を置く例が見られます。 

 

① 発明をした従業員が、所属企業の担当部署に、所定期

間内にその内容を届け出ること(→企業において、当該

発明が職務発明に該当するか、特許等の出願をするか
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等を判断するため)。 

② 従業員の秘密保持義務、第三者への権利の譲渡の禁

止。 

 

 筆者が過去に手掛けたケースでは、中国内には参考となり

得るような職務発明規程のサンプルが見当たらなかったこと

から、日本本社の職務発明規程をまずベースとすることとし

て、これに上述した中国の専利法の規定や要求に合致するよ

う修正を加えました。併せて、日本本社の規程では複雑すぎ

たり細かすぎるために、現地の実情に適合しないと思われる

部分については、中国でワークし易いように工夫を加えまし

た。 

 

 この間、クライアントの担当者と何度も会議を持って議論を

重ね、十分な時間と手間を掛けてオーダーメードの職務発明

規程を完成させたことが印象に残っています。 

 

(4) 職務発明規程の主な条項 

 

 職務発明規程を導入しようとする企業では、中国に R&D セ

ンターを設置していて発明創造が継続的に発生することが見

込まれる場合は勿論のこと、まだ R&D センターを設置してい

ない場合であっても現地発の発明創造が現れる可能性があ

ると思われます。そこで、技術秘密の社外への流出防止が極

めて重要となります。具体的には、職務発明規程とは別に、

詳細かつ具体的な秘密保持に関する社内規程の制定や、秘

密保持に関する誓約書を従業員から差入れさせることが必要

となります。 

 

 更に、研究・開発に従事するなど技術秘密を把握する立場

にある従業員については、退職後の競合他社への転職を禁

止する(競業避止義務)旨の合意書を締結することも考えられ

ます。ただこの場合には、労働契約法上の制約があり(競業

禁止期間は最長で 2 年以内とする等)、かつ競業禁止期間中

は経済補償金の支給が必要となるため、企業側にも相当の

負担が生じることから、対象者を選別する必要がある点に注

意を要します。 

 

3. 職務発明規程の運用に際しての留意点 

 

 職務発明規程を作成した後は、当該企業の従業員(特に

ローカルの中国人社員)に、その内容を周知させるための措

置をとる必要があります。 

 

 職務発明規程が、会社の就業規則の一部として、適式に制

定されていれば、各従業員に対しても法的拘束力を持つはず

ですが、一旦従業員との間で紛争となった場合、訴訟等の場

で、従業員より｢当該職務発明規程が存在することは従業員

側に知らされておらず、その内容も全く知らないため、それに

拘束されることはない。｣といった主張がなされることが十分に

予想されます。その結果、裁判所がこのような主張を採用す

る可能性も無いとはいえません。 

 

 そこで、将来の紛争に備えて、従業員が職務発明規程の内

容を知っており、かつこれに同意していることを証する書面資

料を確保しておく必要があります。それには以下の方法が考

えられます。 

 

① 承諾書に従業員のサインを貰う 

 職務発明規程を従業員に書面で交付し、その際に、当該内

容について理解し、これを承諾する旨の書面にサインしてもら

う方法です。 

 後日の紛争の予防という見地から、例えば承諾書を職務発

明規程のカバーレターまたは末尾の添付書面として一体のも

のとしておきます(承諾書単体でしかサインを貰っていない場

合、後日、その対象となった職務発明規程が何かについて争

いとなるおそれがあります)。このような書類一式を 2 部作成

して、いずれの承諾書にも従業員のサインを貰い、会社と従

業員が各 1 部ずつ保管することが考えられます(こうすること

により、両者の認識している職務発明規程の同一性が確保で

きます)。 

 

② 労働契約とセットで締結する 

 従業員と労働契約を締結する際に、職務発明規程をその付

属書類としておき、その全体について合意する形で労働契約

を締結する方法です。
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③ 社内勉強会等の開催 

 職務発明規程の内容を従業員に周知させることを目的とし

た社内勉強会を開催し、その中で職務発明規程を交付または

回覧するなどして説明を行います。勉強会の終了後に、参加

者を記録する目的ということで、｢勉強会への参加を通じて職

務発明規程の内容を理解し、承認した｣旨の書面に従業員の

サインを貰うようにします。 

 

 他にも様々な方法が考えられますが、将来の紛争に備える

という見地からは、会社からの一方的な告知・情報提供に終

わることなく、各従業員がその内容を理解した上で承認した旨

の、書面のエビデンスを残しておくことがポイントとなります。 

 

終わりに 

 

 中国現地法人にとって、職務発明規程は今後ますます必要

かつ重要になると思われます。日系企業側の問題意識とし

て、発明者への報奨・報酬コストをなるべく抑えたいという要

請が強いのですが、他方で優秀な中国人研究者が会社に留

まろうとするような魅力のある制度とする必要もあります。日

本本社の知財戦略や知財の取り扱い方とも整合しており、か

つ現地の実情に適合した職務発明規程が必要とされており、

苦労されている担当者の方も多いと思われます。本稿が多少

なりともご参考になればと願っております。 


